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三 

 
衆
議
院
議
員
石
野
久
男
君
提
出
関
西
電
力

(株 )
美
浜
原
子
力
発
電
所
第
一
号
炉
燃
料
棒
折
損
事
故
に 

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
、
十
二

(1)
、

(7)
及
び

(8)
並
び
に
十
三

(1)
(a)
及
び

(b)
、

(2)
並
び
に

(3)
に
つ
い
て 

関
西
電
力

(株 )
美
浜
発
電
所
に
お
い
て
昭
和
四
十
八
年
に
発
生
し
た
同
発
電
所
第
一
号
機
の
燃
料
体
の
損
傷
事

故
及
び
こ
れ
に
関
す
る
同
社
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
科
学
技
術
庁
及
び
通
商
産
業
省
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
昭

和
五
十
二
年
二
月
三
日
付
け
で
文
書
を
も
つ
て
同
社
に
対
し
厳
重
に
注
意
を
喚
起
し
、
強
く
反
省
を
促
す
と
と

も
に
、
再
び
こ
の
よ
う
な
事
態
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
同
社
の
保
安
管
理
体
制
の
総
点
検
等
に
つ
い
て
指
示
を

行
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

科
学
技
術
庁
及
び
通
商
産
業
省
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
更
に
本
件
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
同
社
が

当
該
事
故
に
つ
い
て
報
告
を
行
わ
な
か
つ
た
こ
と
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関 



4 

昭
和
五
十
二
年
二
月
三
日
付
け
を
も
つ
て
同
社
に
対
し
指
示
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
そ
の
措
置

を
講
ず
る
よ
う
重
ね
て
指
示
す
る
。 

3 

本
件
に
関
す
る
当
時
の
同
社
内
の
責
任
体
制
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
対
応
に
つ
き
遺
漏
な
き
を
期
す
る
よ

う

2
の
措
置
と
併
せ
て
指
示
す
る
。 

2 

原
子
炉
等
規
制
法
及
び
電
気
事
業
法
の
規
定
に
違
反
し
た
者
で
あ
つ
て
、
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受

け
て
い
る
も
の
に
対
し
て
は
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
一
条
第
三
項
及
び
電
気
事
業
法
第
五
十
五
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
そ
の
免
状
の
返
納
を
命
ず
る
手
続
を
と
る
こ
と
と
す
る
。 

1 

同
社
に
対
し
、
事
故
原
因
の
詳
細
な
究
明
及
び
こ
れ
に
伴
う
事
後
措
置
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
美
浜
発

電
所
第
一
号
機
の
運
転
再
開
を
延
期
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
。 

す
る
法
律
（
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
七
条
及
び
電
気
事
業
法
第
百
六
条
の
報
告
を
怠
つ
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
、
同
社
に
対
し
、
更
に
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。 

四 

 



1 

通
商
産
業
省
に
お
い
て
は
、
省
内
の
配
置
転
換
を
含
め
て
電
気
工
作
物
検
査
官
の
増
強
を
図
り
、
電
気
事

業
法
に
基
づ
く
定
期
検
査
の
実
施
に
関
し
、
同
検
査
官
の
立
会
回
数
及
び
立
会
い
下
に
お
け
る
検
査
項
目
を 

科
学
技
術
庁
及
び
通
商
産
業
省
に
お
い
て
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
及
び
電
気
事
業
法
に
基
づ
き
、
定
期
検 

査
、
立
入
検
査
、
報
告
徴
収
等
を
行
う
と
と
も
に
、
従
来
よ
り
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
軽
微
な
故
障
に
つ
い

て
も
、
こ
れ
を
報
告
し
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
導
し
て
き
て
い
る
。 

こ
の
た
め
、
科
学
技
術
庁
及
び
通
商
産
業
省
に
お
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
監
督
を
強
化

す
る
所
存
で
あ
る
。 

な
お
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
七
条
及
び
電
気
事
業
法
第
百
六
条
に
係
る
違
反
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に

三
年
間
の
公
訴
時
効
が
完
成
し
て
い
る
た
め
、
現
時
点
で
は
、
こ
れ
を
訴
追
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

し
か
し
な
が
ら
本
件
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
八
年
以
来
同
社
か
ら
の
報
告
が
な
く
、
適
切
な
行
政
的
対
応

が
遅
れ
た
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。 

五 

 



二
に
つ
い
て 

3 

科
学
技
術
庁
及
び
通
商
産
業
省
に
お
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
た
る
電
気
事
業
者
に
対
し
て
報
告
義
務
を

遵
守
さ
せ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
運
転
上
そ
の
他
原
子
力
発
電
所
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
係
る
軽
微
な

故
障
に
つ
い
て
も
報
告
さ
せ
る
よ
う
更
に
一
層
指
導
す
る
こ
と
と
す
る
。 

2 

科
学
技
術
庁
及
び
通
商
産
業
省
に
お
い
て
は
、
原
子
力
発
電
所
に
対
す
る
立
入
検
査
を
強
化
し
、
保
安
規

定
の
遵
守
状
況
、
主
任
技
術
者
の
職
務
遂
行
状
況
等
に
関
す
る
監
督
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
と
す
る
。 

安
全
性
を
確
保
し
つ
つ
原
子
力
開
発
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
上
に
は
、
国
民
の
信
頼
感
を
得
つ
つ
進
め
る
こ

と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
件
が
国
民
の
原
子
力
開
発
に
対
す
る
信
頼
感
に
い

さ
さ
か
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。 

増
加
す
る
等
定
期
検
査
の
一
層
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
す
る
。 

今
後
、
か
か
る
こ
と
の
な
い
よ
う
同
社
に
対
し
、
厳
正
な
措
置
を
と
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
る
。 

六 

 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

(1)
及
び

(2) 

当
初
の
予
定
で
は
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
十
五
日
に
発
電
を
停
止
し
て
定
期
検
査
を
実
施
し
た
の 

原
子
炉
設
置
者
の
「
技
術
的
能
力
」
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
の
設
置
か
ら
運
転
に
わ
た
る
全
過
程
に
お

い
て
、
原
子
炉
を
取
り
扱
つ
て
い
く
上
で
の
適
確
な
能
力
を
有
す
る
か
否
か
を
、
設
置
者
の
人
的
、
組
織
的
な

実
態
を
総
合
的
に
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
同
社
に
つ
い
て

も
十
分
総
合
的
に
審
査
し
た
結
果
「
技
術
的
能
力
」
が
あ
る
と
認
め
て
原
子
炉
の
設
置
を
許
可
し
た
も
の
で
あ

る
。 本

件
に
関
し
、
同
社
が
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
は
、
保
安
管
理
上
適
切
さ
を
欠
く
点
が
あ
つ
た
と
考
え
る 

が
、
同
社
の
こ
れ
ま
で
の
発
電
用
原
子
炉
の
建
設
及
び
運
転
に
関
す
る
経
験
を
全
体
的
に
考
え
れ
ば
、
本
件
に

よ
つ
て
、
直
ち
に
同
社
の
総
合
的
な
「
技
術
的
能
力
」
を
否
定
す
る
ま
で
に
至
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

七 

 



五
に
つ
い
て 

(3) 

定
期
検
査
に
要
す
る
業
務
量
は
ぼ
う
大
で
あ
る
た
め
、
そ
の
実
施
に
当
た
つ
て
、
通
商
産
業
省
に
お
い
て

は
、
主
要
な
検
査
項
目
に
つ
い
て
電
気
工
作
物
検
査
官
に
よ
る
立
会
検
査
を
実
施
し
、
そ
の
他
の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
電
気
事
業
者
が
自
ら
行
つ
た
点
検
及
び
測
定
の
結
果
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。 

昭
和
五
十
一
年
十
二
月
以
降
同
社
か
ら
事
情
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
同
社
が
燃
料
棒
破
損
を
発
見

し
た
経
緯
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

ち
、
同
年
五
月
二
十
九
日
に
発
電
を
再
開
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
が
、
定
期
検
査
中
に
発
見
さ
れ
た
蒸
気
発

生
器
の
細
管
減
肉
に
係
る
修
理
作
業
に
日
時
を
要
し
た
た
め
、
同
年
八
月
十
日
に
な
つ
て
発
電
を
開
始
し 

た
。 美

浜
発
電
所
第
一
号
機
に
係
る
昭
和
四
十
八
年
の
定
期
検
査
に
お
い
て
は
、
蒸
気
発
生
器
、
原
子
炉
圧
力

容
器
、
一
次
系
配
管
等
を
中
心
に
当
初
予
定
し
た
検
査
項
目
に
従
い
、
立
会
検
査
を
実
施
し
た
。 

八 

 



(3) 

折
損
し
た
燃
料
体
Ｃ
三
十
四
は
炉
心
の
バ
ッ
フ
ル
板
の
コ
ー
ナ
ー
部
に
位
置
し
、
そ
の
二
面
が
バ
ッ
フ
ル 

(2) 

同
社
は
、
Ｃ
三
十
四
燃
料
体
の
損
傷
を
発
見
し
た
と
き
、
直
ち
に
、
発
電
所
内
外
の
環
境
、
燃
料
体
移
送

作
業
員
の
被
曝ば

く

状
況
及
び
燃
料
取
扱
装
置
の
作
動
状
況
に
つ
い
て
点
検
を
行
い
問
題
の
生
じ
て
い
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。 

(1) 
昭
和
四
十
八
年
四
月
四
日
二
十
一
時
三
十
五
分
ご
ろ
、
燃
料
体
の
炉
心
か
ら
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
移
送
作
業

中
に
同
社
の
燃
料
管
理
担
当
者
が
双
眼
鏡
に
よ
り
燃
料
体
番
号
を
確
認
し
た
際
、
Ｃ
三
十
四
燃
料
体
の
燃
料

棒
に
折
損
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。 

な
お
、

(1)
で
述
べ
た
と
お
り
、
通
商
産
業
省
の
電
気
工
作
物
検
査
官
は
こ
れ
に
立
ち
会
つ
て
い
な
か
つ

た
。 当

時
、
燃
料
体
検
査
に
つ
い
て
は
、
同
社
が
自
ら
行
つ
た
検
査
結
果
を
報
告
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
た
た

め
、
通
商
産
業
省
の
電
気
工
作
物
検
査
官
は
立
ち
会
つ
て
い
な
か
つ
た
。 

九 

 



(5) 

当
初
の
同
社
か
ら
の
事
情
聴
取
で
は
明
ら
か
で
な
か
つ
た
が
、
そ
の
後
科
学
技
術
庁
及
び
通
商
産
業
省
に

お
い
て
行
つ
た
立
入
調
査
等
に
よ
り
被
覆
管
の
破
片
の
う
ち
、
回
収
さ
れ
た
部
分
の
長
さ
は
約
百
五
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
未
回
収
の
部
分
の
長
さ
は
約
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
ま
た
、
ペ
レ
ッ
ト
の
破
片
に
つ
い
て

は
、
回
収
さ
れ
た
部
分
の
重
さ
は
約
五
百
グ
ラ
ム
、
未
回
収
の
部
分
の
重
さ
は
約
七
百
グ
ラ
ム
で
あ
る
こ
と 

(4) 

被
覆
管
及
び
ペ
レ
ッ
ト
の
破
片
は
、
原
子
炉
容
器
フ
ラ
ン
ジ
部
、
炉
心
バ
ッ
フ
ル
支
持
板
、
下
部
炉
心
支

持
板
、
原
子
炉
容
器
底
部
等
に
散
乱
し
て
発
見
さ
れ
た
。 

板
と
接
し
て
い
る
。
Ｃ
三
十
四
を
構
成
す
る
燃
料
棒
の
う
ち
、
バ
ッ
フ
ル
板
の
最
コ
ー
ナ
ー
部
に
位
置
し
て

い
る
も
の
一
本
が
上
端
か
ら
下
に
約
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
隣
の
一
本
が
一
番
目
と
二
番
目
の
支
持

格
子
の
間
の
部
分
か
ら
下
に
約
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
つ
て
欠
落
し
て
い
た
。 

な
お
、
折
損
部
分
の
寸
法
に
つ
い
て
は
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
以
降
通
商
産
業
省
に
お
い
て
調
査
し
た
結

果
、
判
明
し
た
も
の
で
あ
る
。 

一
〇 

 



(8) 

美
浜
発
電
所
第
一
号
機
は
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
に
原
子
炉
の
運
転
が
停
止
さ
れ
、
定
期
検
査
の
た
め
の

作
業
が
開
始
さ
れ
た
。 

(7) 

回
収
作
業
中
の
作
業
現
場
に
お
け
る
空
間
線
量
率
及
び
一
次
冷
却
水
の
全
放
射
能
濃
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三

な
い
し
五
ミ
リ
レ
ン
ト
ゲ
ン
毎
時
、
千
分
の
四
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
で
あ 

り
、
回
収
作
業
中
及
び
そ
の
前
後
を
通
じ
て
特
段
の
変
化
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。 

(6) 

被
覆
管
、
ペ
レ
ッ
ト
等
の
破
片
の
回
収
作
業
は
、
つ
か
み
工
具
及
び
エ
ダ
ク
タ
装
置
を
用
い
て
昭
和
四
十

八
年
四
月
十
一
日
か
ら
十
七
日
、
同
年
五
月
十
四
日
及
び
十
五
日
並
び
に
同
年
五
月
二
十
二
日
及
び
二
十
三

日
の
三
回
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
作
業
に
従
事
し
た
作
業
員
は
十
八
人
で
あ
つ
た
。 

な
お
、
定
期
検
査
中
に
お
い
て
は
原
子
炉
の
運
転
を
停
止
し
て
い
た
た
め
特
に
一
次
冷
却
水
の
核
種
分
析

は
実
施
し
て
い
な
い
。 

が
判
明
し
た
。 

一
一 

 



六
に
つ
い
て 

(9) 

同
社
が
定
期
検
査
に
際
し
て
提
出
し
た
文
書
に
は
、
上
記

(1)
か
ら

(8)
ま
で
の
経
緯
は
記
載
さ
れ
て
い
な

い
。 

昭
和
四
十
八
年
の
定
期
検
査
に
お
い
て
は
、
燃
料
検
査
と
し
て
、
炉
心
に
装
荷
さ
れ
て
い
た
す
べ
て
の
燃
料

体
に
つ
い
て
ペ
リ
ス
コ
ー
プ
又
は
水
中
テ
レ
ビ
に
よ
る
外
観
検
査
及
び
シ
ッ
ピ
ン
グ
法
に
よ
る
漏
え
い
検
査
を

同
社
に
実
施
さ
せ
、
同
社
か
ら
報
告
さ
れ
た
結
果
を
通
商
産
業
省
に
お
い
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
と
し
て
い 

た
。
こ
の
た
め
、
通
商
産
業
省
の
電
気
工
作
物
検
査
官
は
こ
の
燃
料
検
査
に
は
立
ち
会
つ
て
い
な
か
つ
た
。
同

社
は
、
Ｃ
三
十
四
を
含
め
百
二
十
一
体
の
燃
料
体
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
検
査
を
実
施
し
た
結
果
、
第
一
領
域
の 

定
期
検
査
中
に
同
発
電
所
第
一
号
機
に
係
る
作
業
を
行
つ
た
者
の
被
曝ば

く

線
量
は
別
表
第
一
に
示
す
と
お
り

で
あ
る
。
な
お
、
同
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
回
収
作
業
に
従
事
し
た
者
の
被
曝ば

く

線
量
は
別
表

第
二
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。 
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七
に
つ
い
て 

昭
和
四
十
八
年
の
定
期
検
査
時
に
第
一
領
域
の
燃
料
体
四
十
一
体
の
う
ち
中
心
燃
料
体
を
除
く
四
十
体
に
つ

い
て
燃
料
交
換
を
行
う
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
右
の
六
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
第

一
領
域
の
一
部
の
燃
料
体
に
コ
ラ
ッ
プ
ス
又
は
漏
え
い
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
第
一
領
域
の
燃
料
体
四
十
一
体

を
す
べ
て
取
り
替
え
る
と
と
も
に
、
第
三
領
域
Ｃ
三
十
三
燃
料
体
に
漏
え
い
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
Ｃ
三
十
三

燃
料
体
及
び
こ
れ
と
対
称
の
位
置
に
あ
つ
た
Ｃ
三
十
燃
料
体
を
取
り
替
え
た
。 

四
十
一
体
中
二
十
体
に
コ
ラ
ッ
プ
ス(

つ
ぶ
れ)

、
第
一
領
域
の
四
十
一
体
中
三
体
、
第
三
領
域
の
四
十
体
中
一

体
に
漏
え
い
が
あ
る
旨
通
商
産
業
省
に
報
告
し
た
。 

こ
の
ほ
か
に
、
昭
和
四
十
八
年
当
時
同
社
か
ら
通
商
産
業
省
に
対
し
て
行
わ
れ
た
報
告
で
は
、
Ｃ
Ｏ
九
燃
料

体
を
中
心
燃
料
体
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
し
た
た
め
、
こ
れ
と
対
称
の
位
置
に
あ
つ
た
Ｃ
三
十
四
燃
料
体
を
取

り
替
え
た
と
し
て
い
る
。 
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八
に
つ
い
て 

(2)
及
び

(4) 

通
商
産
業
省
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
昭
和
四
十
八
年
当
時
の
一
次
冷
却
水
中
の
放
射
能
濃
度
等
に

つ
い
て
、
昭
和
五
十
一
年
八
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
科
学
技
術
振
興
対
策
特
別
委
員
会
に
お
け
る
石
野
委
員

の
質
疑
の
後
直
ち
に
同
社
に
対
し
資
料
の
提
出
を
指
示
し
、
同
年
九
月
二
十
四
日
に
同
社
か
ら
受
理
し
た 

デ
ー
タ
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
質
疑
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
燃
料
溶
融
事
故
の
発
生
は
認
め
ら
れ
な
か

つ
た
。 

(1) 

本
件
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
八
年
以
来
同
社
か
ら
の
報
告
が
な
く
、
通
商
産
業
省
に
お
い
て
は
昭
和
五

十
一
年
十
二
月
三
日
に
行
つ
た
立
入
調
査
に
よ
つ
て
初
め
て
そ
の
実
態
を
承
知
し
た
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
燃
料
体
の
装
荷
作
業
は
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
十
九
日
か
ら
四
月
二
十
六
日
に
か
け
て
行
わ
れ
る
予

定
で
あ
つ
た
が
、
実
際
の
作
業
は
同
年
六
月
十
八
日
か
ら
六
月
二
十
三
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。 

次
い
で
、
燃
料
体
の
損
傷
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
、
目
視
に
よ
る
外
観
検
査
の
ほ
か
、
ペ
リ
ス
コ
ー
プ 
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こ
の
結
果
水
中
テ
レ
ビ
に
つ
い
て
は
既
存
装
置
の
修
理
は
困
難
で
あ
り
、
同
年
十
二
月
末
に
繰
上
納
入
さ

れ
る
こ
と
と
な
つ
た
新
し
い
装
置
を
待
つ
以
外
に
方
法
が
な
い
こ
と
が
十
一
月
末
に
明
ら
か
と
な
つ
た
た 

め
、
と
り
あ
え
ず
十
二
月
三
日
に
立
入
調
査
を
行
い
、
外
観
検
査
及
び
ペ
リ
ス
コ
ー
プ
に
よ
る
観
察
を
実
施

し
た
も
の
で
あ
る
。 

他
方
、
こ
の
間
に
お
い
て
詳
細
調
査
を
最
も
効
果
的
に
行
う
た
め
必
要
な
水
中
テ
レ
ビ
に
つ
い
て
は
既
存

の
装
置
が
不
調
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
そ
の
修
理
の
可
能
性
を
検
討
さ
せ
る
と
と
も
に
、
既
に
新

規
に
発
注
済
み
で
あ
つ
た
装
置
の
納
入
時
期
の
繰
上
げ
を
図
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
。 

及
び
水
中
テ
レ
ビ
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
の
詳
細
な
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
、
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て

作
業
員
の
手
配
、
調
査
機
器
の
組
立
て
及
び
据
付
け
等
に
と
り
か
か
る
よ
う
指
示
し
た
。
ま
た
、
そ
の
際
水

中
に
置
か
れ
た
使
用
済
燃
料
の
外
観
検
査
の
一
環
と
し
て
写
真
撮
影
を
も
行
い
得
る
よ
う
、
水
中
照
明
の
据

付
け
を
行
う
と
と
も
に
、
水
面
の
波
を
抑
え
る
方
法
を
検
討
さ
せ
た
。 
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九
に
つ
い
て 

(3) 
同
社
は
、
通
商
産
業
省
の
立
入
調
査
ま
で
の
間
、
燃
料
溶
融
事
故
に
つ
い
て
は
明
確
に
否
定
し
て
お
り
、

ま
た
、
燃
料
体
の
損
傷
事
故
に
つ
い
て
は
何
ら
の
説
明
も
行
わ
な
か
つ
た
。 

同
社
は
本
件
燃
料
体
の
損
傷
事
故
を
発
見
し
た
際
、
当
時
美
浜
発
電
所
に
来
所
し
て
い
た
Ｗ
Ｈ
社
の
技
術
者

を
通
じ
て
こ
れ
を
Ｗ
Ｈ
社
に
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
Ｗ
Ｈ
社
か
ら
、
ス
ペ
イ
ン
の
ゾ
リ
タ
発
電
所
に
お

け
る
燃
料
体
の
損
傷
事
故
と
同
様
に
、
本
件
が
バ
ッ
フ
ル
板
の
隙
間
か
ら
の
水
流
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ

る
と
の
連
絡
を
受
け
、
昭
和
四
十
八
年
五
月
十
九
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
間
、
水
中
遠
隔
操
作
に
よ
り
エ
ア

ハ
ン
マ
ー
を
用
い
て
バ
ッ
フ
ル
板
の
間
隙
を
調
整
し
た
。
こ
れ
ら
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
二

月
三
日
に
行
わ
れ
た
通
商
産
業
省
の
立
入
調
査
以
前
に
は
、
同
社
か
ら
、
通
商
産
業
省
に
対
し
何
ら
の
報
告
も

な
く
そ
の
後
の
同
社
か
ら
の
事
情
聴
取
に
お
い
て
初
め
て
報
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

本
件
と
同
様
の
事
故
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
ス
ペ
イ
ン
の
ゾ
リ
タ
発
電
所
の
ほ
か
、
昭
和
五
十
年
末
に 

一
六 

 



十
並
び
に
十
二

(5)
及
び

(6)
に
つ
い
て 

ア
メ
リ
カ
の
ポ
イ
ン
ト
ビ
ー
チ
発
電
所
に
お
い
て
も
発
見
さ
れ
て
お
り
、
我
が
国
で
も
昭
和
五
十
一
年
十
一
月

に
同
社
高
浜
発
電
所
第
二
号
機
の
定
期
検
査
中
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。 

美
浜
発
電
所
で
は
、
運
転
中
は
原
子
炉
出
口
か
ら
一
次
冷
却
水
の
試
料
を
採
取
し
て
、
全
放
射
能
の
濃
度
に

つ
い
て
は
一
日
一
回
、
よ
う
素
百
三
十
一
の
濃
度
及
び
同
位
体
比
に
つ
い
て
は
週
二
回
測
定
す
る
ほ
か
、
必
要

に
応
じ
核
種
分
析
を
実
施
し
、
こ
れ
を
記
録
し
て
い
る
。
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
の
営
業
運
転
開
始
か
ら
昭
和

四
十
八
年
三
月
の
定
期
検
査
開
始
ま
で
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
そ
の
大
部
分
の
期
間
に
お
い
て
運
転
中
の
一
次
冷

却
水
中
の
全
放
射
能
の
濃
度
は
五
な
い
し
一
〇
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
よ
う
素
百
三 

な
お
、
美
浜
発
電
所
第
一
号
機
の
Ｃ
三
十
三
燃
料
体
に
生
じ
た
ピ
ン
ホ
ー
ル
は
、
燃
料
棒
の
製
作
時
に
被
覆

管
内
に
混
入
し
た
湿
分
が
原
子
炉
の
運
転
中
に
被
覆
管
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
ジ
ル
カ
ロ
イ
を
水
素

化
し
、
脆
化
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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ま
た
、
昭
和
四
十
八
年
一
月
に
よ
う
素
百
三
十
一
の
ピ
ー
ク
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
時
期
の
全
放
射

能
の
濃
度
に
は
特
に
変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
燃
料
体
の
急
激
な
損
傷
事
故
が
生
じ

た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

十
一
の
濃
度
は
〇
、
一
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
、
よ
う
素
の
同
位
体
比
は
十
分
の

一
前
後
で
推
移
し
て
お
り
、
美
浜
発
電
所
の
保
安
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
運
転
中
の
一
次
冷
却
水
中
の
よ
う

素
百
三
十
一
の
濃
度
の
限
度
五
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
十
分
に
下
回
つ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
み
て
、
特
に
昭
和
四
十
八
年
に
一
次
冷
却
水
中
の
放
射
能
濃
度
が
上
昇
し
た
こ
と
は
認

め
ら
れ
な
い
が
、
現
在
運
転
中
の
他
の
発
電
用
原
子
炉
に
比
べ
、
比
較
的
高
い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
は

事
実
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
Ｃ
三
十
四
燃
料
体
の
損
傷
及
び
六
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
な
燃
料
体
四
体
の
漏
え

い
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。 

な
お
、
本
件
燃
料
体
の
損
傷
が
生
じ
、
一
次
冷
却
水
中
に
放
射
能
の
放
出
が
あ
つ
た
時
点
に
つ
い
て
は
、
こ 
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十
一
に
つ
い
て 

(3) 

美
浜
発
電
所
第
一
号
機
か
ら
の
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
核
種
別
の
放
出
状
況
は
別
表
第
三
に
示
す
と
お
り 

(2) 

美
浜
発
電
所
放
水
口
周
辺
の
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
中
の
コ
バ
ル
ト
六
十
及
び
マ
ン
ガ
ン
五
十
四
に
つ
い
て
は
、
同

発
電
所
か
ら
の
排
液
に
よ
る
寄
与
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
中
の
コ
バ
ル
ト

六
十
及
び
マ
ン
ガ
ン
五
十
四
の
量
は
極
め
て
微
量
で
あ
り
、
環
境
安
全
上
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

(1) 

気
体
及
び
液
体
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
各
々
そ
の
放
出
源
、
す
な
わ
ち
排
気
筒
及
び
排
水
口
に
お
い
て
、

モ
ニ
タ
に
よ
り
放
射
能
濃
度
を
常
時
監
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
発
電
所
の
敷
地
境
界
付
近
で
は
、
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
ポ
ス
ト
を
設
け
、
当
該
地
点
の
外
部
線
量
率
を
監
視
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
放
出
さ
れ
た
放
射
性

物
質
の
濃
度
が
周
辺
監
視
区
域
境
界
に
お
い
て
、
法
令
等
で
定
め
ら
れ
て
い
る
基
準
を
下
回
つ
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
て
い
る
。 

れ
ら
の
記
録
の
み
か
ら
は
推
定
し
難
く
、
現
在
詳
細
調
査
を
継
続
中
で
あ
る
。 
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十
二

(2)
か
ら

(4)
ま
で
に
つ
い
て 

(4) 

原
子
力
発
電
所
か
ら
の
放
射
性
廃
棄
物
の
放
出
に
つ
い
て
は
、

(1)
で
述
べ
た
と
お
り
、
放
出
源
に
お
い
て

監
視
を
行
つ
て
お
り
、
安
全
監
視
上
、
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

美
浜
発
電
所
第
一
号
機
の
昭
和
四
十
八
年
の
定
期
検
査
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
発
電
技
術
顧
問
会
に
お
い 

て
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
に
当
該
定
期
検
査
に
お
い
て
重
点
を
置
く
べ
き
事
項
等
に
関
し
て
検
討
を
行
い
、
そ

の
後
四
月
か
ら
十
月
ま
で
六
回
に
わ
た
つ
て
、
定
期
検
査
結
果
等
に
関
し
て
検
討
を
行
つ
て
い
る
。 

そ
の
際
、
燃
料
に
つ
い
て
は
コ
ラ
ッ
プ
ス
に
つ
い
て
、
ペ
レ
ッ
ト
の
稠
密
化
に
よ
る
影
響
等
、
蒸
気
発
生
器

に
つ
い
て
は
蒸
気
発
生
器
の
運
転
計
画
等
の
検
討
資
料
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
定
期
検
査
に
関
す
る
資
料
の
一
つ
と
し
て
一
次
冷
却
材
放
射
能
濃
度
（
よ
う
素
百
三
十
一
）
の
推
移
に

関
す
る
資
料
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
た
が
特
に
問
題
と
さ
れ
な
か
つ
た
。 

で
あ
る
。 
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十
三

(1)
(c)
に
つ
い
て 

     

原
子
炉
等
規
制
法
は
、
発
電
用
原
子
炉
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
等
に
係
る
安
全
規
制
に
つ
い
て
同
法
の
適

用
を
除
外
し
、
電
気
事
業
法
に
よ
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
二
重
規
制
を
避
け
る
と
と
も
に
、
原
子

炉
を
含
め
た
原
子
力
発
電
所
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
電
気
工
作
物
に
係
る
安
全
規
制
を
一
括
し
て
電
気
事
業
法

に
基
づ
い
て
行
う
た
め
の
措
置
で
あ
つ
て
、
安
全
性
確
保
の
点
で
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 
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